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Ａ－０１建築改修特記仕様書

（サウナ用材）

１．一般事項
６
章
　
内
装
改
修
工
事

１．３　他の部位との

　　　　　　取合い等

１．４　工　法

２．２　工　法

３．２　工　法

　・モルタル塗り（改修標準仕様書４．４．９による）　・図示　・　

３．既存壁の撤去並びに下地補修

コンクリート間仕切壁等の撤去に伴う構造体の補修：　※行う　・既存のまま

改装後の床の清掃範囲：　・影響範囲全て　・図示

合成樹脂塗り床材の除去：　・機械的除去工法　・目荒工法　・　

２．既存床の撤去並びに下地補修

仕上げの工法：　※該当項の有無により適用する　・図示

　・適用する【・標準仕様書６．５　・標準仕様書６．６　・標準仕様書６．７】　・図示　

　・適用する【・標準仕様書６．２　・標準仕様書６．３　・標準仕様書６．４】　・図示　

新設下地の工法：

天井の撤去に伴う取り合い壁の改修範囲：　※既存のまま　・図示

既存部分の撤去工法：

天井内の既存壁の撤去に伴う取り合い天井改修範囲：　※両側６００ｍｍ程度　・図示

既存間仕切り壁撤去に伴う天井、壁及ぴ床の改修範囲：　※壁厚程度　・図示

５．１　一般事項

５．木下地等

◎見え掛り面の表面仕上げの適用箇所、種類：　・図示　・下表による

適用箇所

・開口部額縁　・建具枠　・笠木　

・フ゛ライント゛ホ゛ックス・カーテンホ゛ックス　

・飾り柱　・格子　・カウンター天板　・衝立

・棚板　・　

・梯子　・　 ・Ａ種　※Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種

・Ａ種　※Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種

・Ａ種　※Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種

・Ａ種　※Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種

・Ａ種　※Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種

種　類

◎一般事項

　保存処理木材：　・使用する　・使用しない

　　適用箇所　：　・標準仕様書６．５．２（ｈ）（３）「腐処理を行う」としている部材

　　　　　　　　　・屋根下地等（瓦桟・登り淀・広小舞）　・　

　構造材・下地材の品質基準：　※標準仕様書による　・　

　造作材の品質基準：　※Ａ種　・Ｂ種

　樹種：　※下表を標準とし変更する場合は、事前に監督員の承諾を得る事。

５．２　木　材

使用箇所

・小屋組

・屋根野地、軒廻り

・ＲＣ造等の内部間仕切

　軸組及び床組

・間仕切軸組

・床組

・鼻隠し、破風板

・その他

・はり類

・その他

・杉又は松　・　

・桧　・タモ又はシオシ゛類

・杉　・　

・杉又は松　・　

・杉　・　

・杉又は松　・　

・松　・　

材　種

・壁仕上材

・背凭れ、ベンチスノコ

ベンチ框、サウナ扉枠

・壁、及び内部仕上材

　木材の含水率：　・Ａ種　・Ｂ種

・桧　・　スプルス　

章 項　目 特記事項 章 項　目 特記事項特記仕様書

１．本特記仕様書は、本工事における建築関連工事に適用する。

２．本特記仕様書における採用事項

　①．項目欄は番号等に　　印を附したものを適用する。

　③．特記事項は・印を附したものを適用する。但し・印の付かない場合は※印の附した事項を採用する。

　　　・印と※印を附した場合は共に適用する。

３．本特記仕様書に記載なき事項については下記による。

４．その他事項

　②．項目欄に　　印を附し特記事項欄に・印を附していない場合は標準仕様書による。

　・「改正建築基準法に対応した建築物のシックハウス対策マニュアル」（編集：国土交通省住宅局建築指導課他）

　・各項目欄の番号（例：１．４　○○○）は標準仕様書の番号（章番号を除く）に照合する　

　・各項目欄の番号（例：１．＊　○○○）は標準仕様書の番号（章番号を除く）に該当しない項目とする　

章 項　目 特記事項

１．４　工事実績情報登録

基準風速：　・Ｖｏ＝３４（ｍ／ｓ）　平成１２年建告第１４５４号第２

地表面粗度区分：　・Ⅰ　・Ⅱ　・Ⅲ　・Ⅳ　

積雪区分：　・区域＝（３２）／α＝０．０００９／β＝０．００／γ＝０．２１／Ｒ＝０

　　　　　　　平成１２年建告第１４４５号　別表

１．＊　建築基準法の風圧

　・積雪に関する規定

技術者の適用：　・適用　・不適要３．３　電気保安技術者

３．５　施工条件

その他の施工条件　：　・図示　・現場説明書による　・　

発生土仮置場　　　：　・図示　・現場説明書による　・　

資材、機材置場　　：　・図示　・現場説明書による　・　

工事車両の駐車場所：　・図示　・現場説明書による　・　

３．８　発生材の処理等 ・発注者への引渡発生材；

・特別管理産業廃棄物；

・リサイクル発生材；

　・国土交通省大臣官房長官営繕部監修　　建築物解体工事共通仕様書　平成２４年版

ひ素・カドミウム含有せっこうボードの処理：

４．＊　使用材料 ・仮設材以外の全ての建築材料（仕上材、下地材、副資材）のホルムアルデヒド放散量

　はＪＩＳ等の材料規格において放散量が規定されている場合は原則としてＦ☆☆☆☆

　とする。但し使用予定材料にＦ☆☆☆☆が存在しない場合は監督員と協議のうえ決定

　する。

５．２施工数量調査

６．５　施工の検査等 見本施工の実施：　・実施しない　・実施する【実施箇所等：　・図示　・　　　　】

調査方法：　・非破壊検査　・破壊検査　・　

５．３調査のための

　　　破壊部分の補修

調査範囲：　・図示　・　

　　　　　　・図示　・　

補修方法：　・破壊検査後の復旧に関しては監督員と協議の上決定する

濃度測定：　・未実施　・実施

　化学物質濃度を下記のとおり測定し、厚生労働省が定める指針値以下であることを確

　認し報告すること。

　　　　　　　　　・スチレン　・図示　・　

　測定方法：　・簡易法　・パッシブ型採取機器　・測定バッジ；

　測定対象室：　・図示　・　

　測定箇所数：　・図示　・　箇所

　・厚生労働省の標準的測定方法による場合の測定者は、環境計量証明事業所として

　　登録を行っている者、又は作業環境測定事業所の有機溶剤の登録を行っている者

　　とする。

保全に関する資料：　・必要　・不要

６．９　化学物質の濃度測定

８．１　完成時の提出図書

標準仕様書１．３．８（ｂ）（５）（ⅰ）及び（ⅱ）以外のせっこうボードの処理：

　・製造業者回収委託処理　・管理型最終処分場埋立処理

　・管理型最終処分場埋立処理　・再資源化

ＰＣＢ含有シーリングの調査方法：　・図示　・　

ＰＣＢ含有シーリングの撤去方法：　・図示　・　

施工計画書：　・監督員の承諾を受けたもの　・　

８．２　完成図 種類：　※表１．８．１　　・一般図　・実施設計図一式

記入内容：　※表１．８．１　　・図示　・　

８．１　完成時の提出図書

施工図：　・Ａ３原稿２つ折り製本　・Ａ３拡縮版第２原図　・ＣＡＤデータ

　　　　　・監督員の承諾を受けたもの　・　

８．３　保全に関する資料

２．１　足場その他 内部足場の種別：　・脚立　・足場板　・ローリンク゛タワー　・　

材料等の運搬方法：　・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種　・Ｅ種

既存ブラインド、カーテンの養生方法：

　・指定場所に保管し再設置　・指定場所に保管し清掃の上再設置　・　

３．１　既存部分の養生

３．２　仮設間仕切り 仮設間仕切り：　・無し　・有り

　設置箇所：　・図示　・　

　種　別：　・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種

４．１　仮設物

　仮設扉の種別：　・鋼製　・木製　・図示　・　

　仮設扉：　・不要　・必要【設置箇所：　・図示　・任意の場所　・　　　　　　】

　規模：　・３０㎡内外　・２０㎡内外　・１０㎡内外　・その他：

　備品：　・机、椅子、書棚、図版、定規、黒板又は白板、温湿度計、テストハンマー、

　　　　　・その他：

　設備：　・電灯　・給排水　・空調換気　・給湯　・通信　・消化器　・冷蔵庫

　　　　　・その他：

構内既存の用水施設：　・利用できない　・利用できる（・有償　　・無償）

構内既存の電力施設：　・利用できない　・利用できる（・有償　　・無償）

４．＊　工事用水及び電力

既存部分養生材料：　・ヒ゛ニールシート　・その他：施工者にて適材適所を選択する

既存家具養生材料：　・ヒ゛ニールシート　・その他：施工者にて適材適所を選択する

　　　　　　ノキ゛ス、安全帽（来客用共）、水平・垂直器、ロッカー

　構造：　・フ゜レハフ゛造　・その他：

保護シートの設置：　・設置する　・設置しない

外部足場の種別：　・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種　・Ｅ種

　・国土交通省大臣官房長官営繕部監修　　公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成２８年版

　・国土交通省大臣官房長官営繕部監修　　公共建築工事標準仕様書（建築工事編）平成２８年版

登録：　・適用　・不適用

完成図　　　　　：　・必要　・不要

　測定対象物質：　・ホルムアルデヒド　・トルエン　・キシレン　・エチルベンゼン

提出部数：　※　１　部　・　部

提出要領：　・　製本図面　Ａ２、Ａ３　各２部

　　　　　　・ＣＡＤデータ　１　部　

監督員の指示による

監督員の指示による

監督員の指示による

１
章
　

一
般
共
通
事
項

１
章
　

一
般
共
通
事
項

２
章
　
仮
設
工
事

現場事務所の設置：　・不要　・必要

・　

１３．２　材　料

１３．３　工　法

施工順序等の制約：　・無し　・有り【・施設と打合せによる　・図示　・　　　　　】

・保全に関する資料（取り扱い説明書等）　提出部数：　※　１　部　・　部

※必要に応じて行う。

１３．石こうボード、その他ボード、及び合板張り

規格名称 種　類 記　号 厚さ（ｍｍ）

木質系セメント板

せっこうホ゛ート゛製品

繊維強化セメント板

◎合板

・難燃合板

材　種 樹種など

生地のまま又は透明塗料塗りの場合

・ラワン　・　

不透明塗料塗りの場合

・シナ【・１級・２級】　　・　　

・６　・　

・４　・５．５

厚さ（ｍｍ）

・Ａ種

※Ｂ種

工法

・普通合板

・捨張り用合板

・有孔合板

・天然木化粧合板

・針葉樹

・南洋材　・　

化粧単板のそば包み

化粧単板の厚さ

※０．３未満　・　

・行う　　※行わない

・１類

・２類

・型枠用

・構造用

・１類

・２類

・Ａ種

※Ｂ種

・Ａ種

※Ｂ種

・Ａ種

※Ｂ種

・Ａ種

※Ｂ種

・６　・　

・９　・１２

・４　・５．５

・　

・　

・４　・６

・ラワン　・　

・シナ

・シナ

・４．２　・　

・せっこうホ゛ート゛

・シーシ゛ンク゛せっこうホ゛ート゛

・ＨＷ　・ＮＷ

・ＨＦ　・ＮＦ

ＧＢ－Ｓ

ＧＢ－Ｒ

・強化せっこうホ゛ート゛ ＧＢ－Ｆ

・せっこうラスホ゛ート゛ ＧＢ－Ｌ

・化粧せっこうホ゛ート゛

ＧＢ－Ｄ

・０．８ＦＫ

・１．０ＦＫ

・　

・　

・ＤＶ・ＤＯ・ＤＣ

・ＲＳ・ＶＳ

・２５・５０

・ケイ酸カルシウム板（タイフ゜２）

・木毛セメント板

・木片セメント板

ロックウール吸音板

ハ゜ーティクルホ゛ート゛繊維板

・１２　・１５

・９．５・１２．５

・９．５・１２．５

・１２．５・１５．０

※９．５・７

・９．５・１２．５

・９．５・１２．５

・６・８・１０・１２

・６・８・１０

出入り口枠、押板等

※１２％以下とする。

※必要に応じて行う。
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Ｓ＝１／１５０ Ａ－０２平　面　図（仮設計画図）

仮囲い

仮
囲
い

仮囲い

仮設ルートを示す（床養生：必要に応じて行う事）

仮囲い　（Ａ型バリケード程度：必要に応じて行う事）　
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０
０
０

７
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８
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５，０００ ５，０００ ５，０００ ５，０００ ５，０００

５１，０００

５，０００ ５，５００ ５，５００ ５，０００ ５，０００

６，５００ ６，０００ ６，０００ ６，０００

倉庫１

床
の
間

押入

シ゛ュースハ゛ーＡ

ＤＷ

ＵＰ

風除室

公衆ＴＥＬ

Ｕ
Ｐ

シ゛ュースハ゛ーＢ

客用（板の間）

和室休憩室

マッサージ室

フロント

下足コーナー

事務室

倉庫２

廊下１

湯沸室
宿直室

多目的
便所 女子便所 男子便所

倉庫４洗面化粧コーナー２洗面化粧コーナー１

浴室便所１ 浴室便所２

番台

倉庫３

前室１ 前室２

脱衣室１ 脱衣室２

浴室２浴室１

テラス テラス

前室３ 前室４

洗い場 洗い場

大浴槽

泡沫湯

浴槽 寝湯寝湯

水風呂 源泉風呂

源泉風呂

大浴槽

水風呂

浴槽

渡り廊下

玄関

休憩コーナー

メディカル室

休憩・談話コーナー
家族風呂１ 家族風呂２

便所 便所

脱衣室１ 脱衣室２

メディカルロビー

風除室

渡り廊下２

テラス

斜線は今回改修を行うサウナ室を示す。

平面図　Ｓ＝１／１５０

Ｙ６

Ｙ５

Ｙ４

Ｙ３

Ｙ２

Ｙ１

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９ Ｘ１５Ｘ１４Ｘ１３Ｘ１２Ｘ１１Ｘ１０

トレーニング機器室

鯛ヶ瀬

亀乃瀬

仮設出入口

改修サウナ室

改修サウナ室
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島　ケ　原　温　泉　や　ぶ　っ　ち　ゃ　サ　ウ　ナ　室　改　修　工　事

Ａ－０３鯛ヶ瀬　仕上表・特記仕様書

注１

注２

※注　１）タイル・石貼りの接着にはエポキシ樹脂系接着剤を使用し、メーカーのマニュアルに従った工法で施工する事。

※注　２）ブリックタイル・レンガタイル貼りの接着にはセメント系接着剤を使用し、メーカーのマニュアルに従った工法で施工する事。

※注　３）ヒーター廻り・裸電球廻りなど、火災の危険が有るものは、必要な離隔を取る事。

※注　４）電気器具等、感電の危険が有るものは、感電防止の為、アースを取るなどの措置をとる事（内線規定による）。

※注　５）サウナ室内に金属部分が出ている場合は木貼りにする等、金属が直接肌に触れないように保護措置をとる事。

※注　６）サウナ室及びサウナ室前室の、天井裏には他の用途に供するダクト、ガス管及び電線等が貫通していない事。

※注　７）設置に関しては所轄監督官庁との事前協議の指示による事。

※注　８）外部に面する壁・天井・梁には、防露工事（建築工事）をすること。

※注　９）１次側とサウナ側の給水の取り合いは部分は、防水工事（建築工事）をすること。

※注１０）内装仕上材、下地材、断熱材、接着材はホルムアルデヒドの規制対象外の製品を使用する事。

※注１１）照明器具を取り付ける位置には、下地に補強下地等を入れ、ビス等で確実に固定する事。

※注１２）サウナ室工事管理者は内装が決定したのち、各仕上材メーカーの推奨する施工方法を確認し、指示する事。

※注１３）サウナ室工事管理者は施工完了後、決められた手順に則って工事されているかどうか検査する事。

※注１４）サウナジョイントボックスの管端部は断熱材＋パテ埋め処理の事。

名称 仕上げ・仕様 サウナ工事 既　　存

壁　断熱仕様 既存下地利用

天井　断熱材仕様 既存下地利用

名称 仕上げ・仕様 サウナ工事 既　　存

サウナマット敷き

床
防水層及び保護コンクリート

床排水：５０Ａ　排水兼用掃除口（目皿付）

仕上下地：タイル貼り

天井

ヒーター置場

防熱板

スプルス

ベンチ スプルス

背もたれ 木板　ｔ＝２０ スプルス

スリーブ：φ７５

ＳＵＳ管：φ５０
給気口

アルミレジスター：φ５０（浴室側）

アルミレジスター：φ５０（サウナ側）

スリーブ：φ１２５

ＳＵＳ管：φ１００
排気口

アルミレジスター：φ１００ＦＤ（１８０℃）付（浴室側）

木製ガラリ：１５０角（サウナ側）

　　サウナ側　框部分木板張り　ｔ＝１５ スプルス

出入口扉＋ＦＩＸ 把手：ユニオン（ユニウッド）
（防火設備）

押板：木板　ｔ＝２０　１５０×３００ スプルス

丁番：オートヒンジ

ガラス：網入り透明ガラスｔ＝６．８

サウナ側額縁：木製 スプルス

巾木 １００角タイル貼り

腰　壁 羽目板貼り：ｔ＝１２ 桧節板

壁 ブリックタイル貼り

壁：ブリックタイル貼り

架台：木製（アジャスター付）

ヒーターガード：桧節板貼り（ベンチ側）、ブリックタイル貼り（ヒーター側）

扉：アルミ框扉（防火設備）

枠：アルミ（防火設備）

床：タイル貼り

岩綿吸音板：ｔ＝１２（一部：ストライフ゜ｔ＝１２）

天井：岩綿吸音板：ｔ＝１２（一部：ストライフ゜ｔ＝１２）

蹴込：木板　ｔ＝１２（目透し）脱着式

座面：木板　ｔ＝１５（目透し）脱着式 ※木ビスはＪＩＳ

ケイカル板ｔ＝１２　ＳＵＳチェーン吊　天井下地に固定する事

規格品ＳＵＳ３０４

を使用する事

（注記）

既　　　存：今回工事に含まず、現況のままの個所を示す。

サウナ工事：今回工事で撤去、取替えを行う個所を示す。

注２　天井：岩綿吸音板ｔ＝１２（一部ストライプｔ＝１２）

注１　壁：ブリックタイルは、ひび割れ部分のみ一部貼り替え

※上記　内装工事においては、サウナ室の工事について一定の能力を有する者が行う事とする。

内装工事に使用する木材は、サウナ用材とし、含水率については１２％以下とする。　

捨貼り共張替え
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島　ケ　原　温　泉　や　ぶ　っ　ち　ゃ　サ　ウ　ナ　室　改　修　工　事

Ａ－０４鯛ヶ瀬　平面詳細図・天井伏図 Ｓ＝１／３０

Ａ

Ｂ展開表示Ｄ

Ｃ

鯛ヶ瀬　平面図詳細図　Ｓ＝１／３０ 鯛ヶ瀬　天井伏図　Ｓ＝１／３０

※アンカーにて固定を行うこと

３Ｐ２００Ｖ４．９６ｋＷ
ＳＭ－６０
ＭＥＴＯＳ

サウナヒーター

×２台

照明器具

ベ
ン

チ

ベ
ン

チ

背もたれ 背もたれ

背
も

た
れ

背
も

た
れ

背もたれ 背もたれ

（既存利用）
上部：排気口１００φＦＤ（１８０℃）付

床排水：５０Ａ
排水兼用掃除口　目皿付

（既存利用）

サウナ側：建具框部分　スプルスｔ＝１２貼
スプルス材付枠兼戸当り

建　　具：アルミ枠
アルミ框戸
網入トーメーガラスｔ＝６．８

（既存利用）

床排水：５０Ａ
排水兼用掃除口　目皿付

（既存利用）

（建築工事）

外部に面する壁は防露処理の事

（既存）

間仕切り壁：一時間の耐火を有する壁

下部：給気口５０φ

火災感知器

火災感知器

（既存）

（既存）

ケイカル板　ｔ＝１２（チェーン吊）

ヒーター上部：防熱板

（既存）

間仕切り壁：一時間の耐火を有する壁

（建築工事）

外部に面する壁は防露処理の事

照
明

器
具

照
明

器
具

ＣＨ＝２，３９６

設定温度：９０℃

６．８０㎡

ドライサウナ

現状のまま

張替え

本体取替

岩綿吸音板　ｔ＝１２張替え
天井仕上材

ベンチ部：背凭れ、ベンチスノコケ蹴コミ仕上、ベンチ框材

　　　　　　スプルス　張替え

撤去・新設工事を行う箇所を示す。

凡例

撤去・新設工事を行う箇所を示す。

凡例

照明器具取替，　火災報知機再利用（電気設備工事）

（捨て張り共張替え）
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床；タイルは現状のまま

床；タイルは現状のまま



ＳＣＡＬＥ Ｎｏ

ＭＥＭＯ ＴＩＴＬＥ

ＤＲＡＷＮＩＮＧ

ＣＨＥＣＫ

ＤＡＴＥ

島　ケ　原　温　泉　や　ぶ　っ　ち　ゃ　サ　ウ　ナ　室　改　修　工　事

鯛ヶ瀬　展開図 Ａ－０５Ｓ＝１／３０

鯛ヶ瀬　展開図　Ｓ＝１／３０
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１２ＭＩＮ

照明器具 照明器具
照明器具

サウナタイマー

非常用押釦

温度計

排気口：１５０角木製ガラリ

サーモユニット

サウナＦＬ

前室ＦＬ

サウナＦＬ
（タイル仕上面）

背もたれ

（タイル仕上面）
サウナＦＬ

（タイル仕上面）
サウナＦＬ

ヒーター区画壁：
ブリックタイル貼り

放送用スピーカー
（非常用兼用）

木製格子

（脱着式）

ヒーターガード

防熱板

背もたれ

背もたれ

照明器具

ベンチ

ベンチ

ヒーター区画壁：
ブリックタイル貼り

木製格子
（脱着式）

背もたれ

背もたれ

ベンチ

ベンチ

照明器具

（タイル仕上面）
サウナＦＬ

壁仕上：檜板　ｔ＝１２　張替え（下地ケイカル板共）

　　　　　　スプルス　張替え

サウナ側：建具框部分　スプルスｔ＝１２貼
スプルス材付枠兼戸当り 出入り口枠、押板等

張替え

壁ブリックタイル：ひび割れ部　張替え

壁ブリックタイル：ひび割れ部　張替え

撤去・新設工事を行う箇所を示す。

凡例

ベンチ部：背凭れ、ベンチスノコケ蹴コミ仕上、ベンチ框材
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島　ケ　原　温　泉　や　ぶ　っ　ち　ゃ　サ　ウ　ナ　室　改　修　工　事

亀乃瀬　仕上表・特記仕様書 Ａ－０６

※注　１）タイル・石貼りの接着にはエポキシ樹脂系接着剤を使用し、メーカーのマニュアルに従った工法で施工する事。

※注　２）ブリックタイル・レンガタイル貼りの接着にはセメント系接着剤を使用し、メーカーのマニュアルに従った工法で施工する事。

※注　３）ヒーター廻り・裸電球廻りなど、火災の危険が有るものは、必要な離隔を取る事。

※注　４）電気器具等、感電の危険が有るものは、感電防止の為、アースを取るなどの措置をとる事（内線規定による）。

※注　５）サウナ室内に金属部分が出ている場合は木貼りにする等、金属が直接肌に触れないように保護措置をとる事。

※注　６）サウナ室及びサウナ室前室の、天井裏には他の用途に供するダクト、ガス管及び電線等が貫通していない事。

※注　７）設置に関しては所轄監督官庁との事前協議の指示による事。

※注　８）外部に面する壁・天井・梁には、防露工事（建築工事）をすること。

※注　９）１次側とサウナ側の給水の取り合いは部分は、防水工事（建築工事）をすること。

※注１０）内装仕上材、下地材、断熱材、接着材はホルムアルデヒドの規制対象外の製品を使用する事。

※注１１）照明器具を取り付ける位置には、下地に補強下地等を入れ、ビス等で確実に固定する事。

※注１２）サウナ室工事管理者は内装が決定したのち、各仕上材メーカーの推奨する施工方法を確認し、指示する事。

※注１３）サウナ室工事管理者は施工完了後、決められた手順に則って工事されているかどうか検査する事。

※注１４）サウナジョイントボックスの管端部は断熱材＋パテ埋め処理の事。

注１

注２

名称 仕上げ・仕様 サウナ工事 既　　存 名称 仕上げ・仕様 サウナ工事 既　　存

サウナマット敷き

床
防水層及び保護コンクリート

壁　断熱仕様 既存下地利用
床排水：５０Ａ　排水兼用掃除口（目皿付）

天井　断熱材仕様 既存下地利用

仕上下地：タイル貼り

天井

巾木 １００角タイル貼り

腰　壁 羽目板貼り：ｔ＝１２ 桧節板

壁 ブリックタイル貼り

壁：ブリックタイル貼り

床：タイル貼り

可動間仕切壁 壁：桧節板ｔ＝１２ｍｍ、ストーブ側：ケイカルｔ＝５ｍｍ

ケイカル板ｔ＝１２　ＳＵＳチェーン吊　天井下地に固定する事

スプルス

スプルス

背もたれ 木板　ｔ＝２０ スプルス

スリーブ：φ７５

ＳＵＳ管：φ５０
給気口

アルミレジスター：φ５０（浴室側）

アルミレジスター：φ５０（サウナ側）

スリーブ：φ１２５

ＳＵＳ管：φ１００
排気口

アルミレジスター：φ１００ＦＤ（１８０℃）付（浴室側）

木製ガラリ：１５０角（サウナ側）

　　サウナ側　框部分木板張り　ｔ＝１５ スプルス

出入口扉＋ＦＩＸ 把手：ユニオン（ユニウッド）
（防火設備）

押板：木板　ｔ＝２０　１５０×３００ スプルス

丁番：オートヒンジ

ガラス：網入り透明ガラスｔ＝６．８

サウナ側額縁：木製 スプルス

扉：アルミ框扉（防火設備）

枠：アルミ（防火設備）

防熱板

ベンチ

ヒーター置場

架台：ＳＵＳ製（アジャスター付）

岩綿吸音板：ｔ＝１２（一部：ストライフ゜ｔ＝１２）

天井：岩綿吸音板：ｔ＝１２（一部：ストライフ゜ｔ＝１２）

座面：木板　ｔ＝１５（目透し）脱着式

蹴込：木板　ｔ＝１２（目透し）脱着式

※木ビスはＪＩＳ

規格品ＳＵＳ３０４

を使用する事

（注記）

既　　　存：今回工事に含まず、現況のままの個所を示す。

サウナ工事：今回工事で撤去、取替えを行う個所を示す。

注２　天井：岩綿吸音板ｔ＝１２（一部ストライプｔ＝１２）

注１　壁：ブリックタイルは、ひび割れ部分のみ一部貼り替え

※上記　内装工事においては、サウナ室の工事について一定の能力を有する者が行う事とする。

内装工事に使用する木材は、サウナ用材とし、含水率については１２％以下とする。　

捨貼り共張替え
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島　ケ　原　温　泉　や　ぶ　っ　ち　ゃ　サ　ウ　ナ　室　改　修　工　事

Ｓ＝１／３０亀乃瀬　平面詳細図・天井伏図 Ａ－０７

亀乃瀬　平面詳細図　Ｓ＝１／３０ 亀乃瀬　天井伏図　Ｓ＝１／３０

Ａ

Ｂ展開表示Ｄ

Ｃ

ＭＥＴＯＳ
サウナヒーター

ＢＮ－１２０Ｗ
３Ｐ２００Ｖ９．９２ｋＷ

※固定を行うこと

ドライサウナ
７．３０㎡

ＣＨ＝２，３０８

設定温度：８０℃

（建築工事）

外部に面する壁は防露処理の事

サウナ側：建具框部分　スプルスｔ＝１２貼
スプルス材付枠兼戸当り

建　　具：アルミ枠
アルミ框戸
網入トーメーガラスｔ＝６．８

床排水：５０Ａ
排水兼用掃除口　目皿付

（既存利用）

（既存）

間仕切り壁：一時間の耐火を有する壁

背もたれ 背もたれ

背もたれ 背もたれ

背
も

た
れ

背
も

た
れ

背
も

た
れ

（既存利用）
下部：給気口５０φ

（既存利用）
上部：排気口１００φＦＤ（１８０℃）付

火災感知器
（既存）

照
明

器
具

照
明

器
具

（建築工事）

外部に面する壁は防露処理の事

（既存）

間仕切り壁：一時間の耐火を有する壁

ケイカル板　ｔ＝１２（チェーン吊）

ヒーター上部：防熱板

本体取替

張替え

火災報知機再利用照明器具取替

撤去・新設工事を行う箇所を示す。

凡例

撤去・新設工事を行う箇所を示す。

凡例

現状のまま

ベンチ部：背凭れ、ベンチスノコケ蹴コミ仕上、ベンチ框材

　　　　　　スプルス　張替え

岩綿吸音板　ｔ＝１２張替え

天井仕上材

（捨て張り共張替え）
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床；タイルは現状のまま
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Ｓ＝１／３０亀乃瀬　展開図 Ａ－０８

亀乃瀬　展開図　Ｓ＝１／３０

Ｄ
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４

６

３

７

８

９

１０

１１

Ｍ Ｅ Ｔ Ｏ Ｓ

Ｓ Ａ ＵＮ Ａ 　 ＴＩ Ｍ Ｅ Ｒ

１２ＭＩＮ

背もたれ 背もたれ 背もたれ

防熱板

ヒーター区画壁：
ブリックタイル貼り

ベンチ

ベンチ

（タイル仕上面）
サウナＦＬ

（タイル仕上面）
サウナＦＬ

可動間仕切壁

前室ＦＬ

照明器具 照明器具温度計

サウナタイマー

非常用押釦

サーモユニット

サウナＦＬ
（タイル仕上面）

サウナＦＬ
（タイル仕上面）

サウナＦＬ
（タイル仕上面）

ベンチ

ベンチ

投込み防止ネット

放送用スピーカー
（非常用兼用）

サウナＦＬ
（タイル仕上面）

排気口：１５０角木製ガラリ

ベンチ

ベンチ

投込み防止ネット

撤去・新設工事を行う箇所を示す。

凡例
　　　　　　スプルス　張替え
ベンチ部：背凭れ、ベンチスノコケ蹴コミ仕上、ベンチ框材

壁ブリックタイル：ひび割れ部　張替え

サウナ側：建具框部分　スプルスｔ＝１２貼
スプルス材付枠兼戸当り 出入り口枠、押板等

張替え

壁仕上：檜板　ｔ＝１２　張替え（下地ケイカル板共）

壁仕上：檜板　ｔ＝１２　張替え（下地ケイカル板共）

壁ブリックタイル：ひび割れ部　張替え

背もたれ

防熱板

背もたれ

背もたれ

背もたれ

防熱板
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Ｅ－０１電気特記仕様書

※　サウナ室　２室

項　　　目 特　　　　記　　　　事　　　　項

１．施行基準

２．一般事項

監督員指示の下に入念かつ誠実に施工すること。

　設計図書に定められた内容、現場の納まり・取り合い等の不明な点や施工上の困難・不都合、

図面上の誤記及び記載漏れ等に起因する問題点及び疑義、設計図書のとおりに施工することで将

来不具合が発生しうると予想される場合については、その都度、監督員と協議すること。

　他工事との取合いについては予め当該工事関係者間において協議し、円滑な工事進捗に努める

こと。なお調整不足による意匠的な仕上がり不備や不具合が発生した場合は監督員の指示により

手直し施工を行うこと。

　受注者は、施工に先立ち、次の書類を提出し、監督員と打合わせを行うこと。

　＊詳細施工図（施工図リストを含む）

なお設計図書のとおりの施工であっても使用上の不具合が発生した場合は協議の上、

改善策を講じること。

　図面及び特記仕様書に記載のない事項については以下による。

　＊国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

　　「公共建築工事標準仕様書　最新版」（建築工事編・電気設備工事編・機械設備工事編）

　　「公共建築改修工事標準仕様書　最新版」（電気設備工事編・機械設備工事編）

　　「建築工事監理指針」「電気設備工事監理指針」「機械設備工事監理指針」　最新版

　＊国土交通省国土技術政策総合研究所及び独立行政法人建築研究所監修

　　「建築設備耐震設計・施工指針２００５年版」

　＊電気設備に関する技術基準を定める省令（電気設備技術基準）

　＊電力会社供給約款

　＊消防関連法規（条例・所轄署指導要領を含む）

　＊電気工事業の業務の適正化に関する法律・電気工事士法・労働安全衛生法

　＊その他関連法規、関連諸基準

　　「公共建築設備工事標準図　最新版」（電気設備工事編・機械設備工事編）

　工事の詳細については、本設計図面及び仕様書による他、上記各施工基準に準拠し、

　・施工計画等

　＊総合施工計画書

　なお、これらの書類の作成に際し、施工上密接に関連する工事との納まり等について十分検討

　すること。

　・工事使用材料等 　工事に使用する機器及び材料等については、予め、次の書類を提出すること。

　＊使用機材届出書（メーカーリスト）

　＊機器明細図

　＊カタログ・製作図・その他諸資料

交通省大臣営繕部監修「建設材料・設備機材等品質性能評価事業」評価名簿（最新版）又は

　なお、機器及び材料等の選定にあたっては電気設備工事指定資材見積メーカー（参考）及び国土

これらと同等以上のものとする。

　また、品質が求められる水準以上であれば、県内生産品の優先使用に努め、「みえ・グリーン購

入基本方針」に準ずること。

　関連業者間にて十分協議し実施工程表、月間工程表を作成して監督員に提出すること。

　なお月間工程表には埋設・隠蔽・高所等の施工確認項目の該当時期を印すること。

　国土交通大臣官房官庁営繕部監修「工事写真の撮り方（改訂第３版）－建築設備編」によるほか

監督員の指示により撮影し、電子納品及び以下のものを提出する。

　なおＣＤの提出部数は「電子納品」を参照

　＊代表写真（不可視部分や材料、寸法写真、拡大写真、撤去処分品、搬出状況等）を抽出しＬ

　判相当サイズで印刷。　　　　（Ａ４版用紙に両面印刷にて３枚／ページ）　１部

　・完成書類

　主たる電気設備の全景写真を黒板無しにて撮影し、Ｌ判相当サイズで印刷する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ａ４版用紙に３枚／ページ）１部

　工事が完成した時は各種の試験及び検査を受けるものとする。

　書類については以下のもの及び上記書類を併せ、監督員の指示に従い取りまとめ提出する。

　　白焼き（青焼き不可）で文字潰れのないこと。表紙（可能な範囲で背表紙にも）に「年度、

　工事名、工期、竣工図（又は施工図）、受注者名」を印字（シール不可）すること。

　＊完成図書（試験成績表、自社検査記録、機器完成図、取扱説明書、保証書、機器銘板写し等）

　＊官公署手続き書類等（検査済証、着工届出書、設置届出書、電力会社届出書類等）

　＊その他監督員の指示する書類

　なお、完成書類の著作権にかかる使用権は発注者に移譲するものとする。

　ただし、作成しがたい場合は、監督員との協議による。

　撮影箇所は主要機器類、室内及び外構等の電気設備とする。詳細は監督員と協議する。

　・完成確認、完成検査時

　　　の電源確保

　機器の動作確認、電圧・極性・相回転等の確認が出来るよう電源を確保すること。

　　竣工図は、原図サイズ及びＡ３縮小版を各２部・施工図は、原図サイズ１部。

　・工程表

　・工事写真

　・完成写真

　＊工事書類（打合記録、工事材料搬入報告）

　＊工事書類（工事写真、安全教育・訓練に関する書類、産業廃棄物処理集計表等）

　＊引渡目録、工事書類預り書

　＊製本図面（竣工図）：図面枚数が少ない場合、合冊でもよい。

　＊工事完成報告書、工事目的物引渡書、完成写真

Ⅰ　工事名称

Ⅱ　工事場所

Ⅲ　建物概要

電気設備工事特記仕様書

構　　造建物名称 延面積（㎡） 消施令の適用 備　　考

Ⅳ　工事仕様

項　　　目 特　　　　記　　　　事　　　　項

　監督員及び関係部署と協議調整し決定すること。

　工事施工中に事故が発生した場合には直ちに監督員に通報するとともに、所定の様式により工事

事故報告書を監督員が指示する期日までに、監督員に提出しなければならない。

　なお、事故発生後の措置について監督員と協議を行うとともに、当該事故に係る状況聴取調査、

検証等に協力すること。

　上記以外の引き渡しを要するものについては別途、監督員が指示する。

特別管理産業廃棄物　　□変圧器　　□コンデンサ　　□その他（　　　　　　　　　　　）

　なお施工に際して、ＰＣＢ等特別管理産業廃棄物、及び疑わしき機器等を発見した場合は監督員

に報告し対応を協議するものとする。

　発注者へ引き渡すものについては「現場発生品調書」を提出すること。また再利用を図るものに

ついても調書を作成し、監督員へ提出すること。　引渡を要しないものは、全て構外に搬出し、

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、再生資源の利用の促進に関する法律、廃棄物の

処理及び清掃に関する法律、その他関係法令に従い適正に処理し、監督員に報告すること。

（マニフェストＡ、Ｅ票の写を監督員に提出する）

　・発生材の処理等 引き渡しを要するもの（　　　　　　　　　　）

　・残土処分

　・電子納品 　工事完成図書は、竣工図・施工図のＣＡＤデータ（ＪＷＷ）及びＰＤＦを格納。

　・事故の発生時

　・施工条件

　・諸手続

　・消防提出書類

　・既設との取合い

　・既設設備の調査

　工事に伴う関係官公署、電力会社、電気保安管理者等への諸手続きは、受注者がこれを代行し、

必要経費も本工事に含む。

　消火器の設置届については、電気設備にて設置届を提出する必要がある場合は、消火器について

も併せて届出すること。ただし機械設備にて設置届を提出する必要がある場合は機械設備に含める

ものとする。防火対象物使用開始届については書類の作成（電気設備図面の用意及び電気設備に関

する部分の記述）を行うこと。

　本工事施工に伴う既設設備の軽微な加工改造は、本工事とする。

　既設設備の改修を含む場合、他の設備、施設運営に影響を来さないよう、現地工事着工前に充分

な調査をおこなうこと。又、施工前後で比較を行るよう工事前にも絶縁抵抗測定を行っておくこと。

　新築、増築等で自家用電気工作物の範囲が変更になった場合、その供用開始から引渡しまでの電

気保安管理にかかる費用は本工事に含まれる。

場合の措置

　暴力団員等による不当介入（三重県公共工事等暴力団等排除処置要綱第２条第１項第１項第１０

号）を受けた場合の措置について

　号）による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった

　時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。

　（２）（１）により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに

　発注者に報告すること。発注者への報告は文書で行うこと。

　（３）受注者は暴力団員等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じ

　（１）受注者は暴力団員等（三重県公共工事等暴力団等排除処置要綱第２条第１項第１項第８

　た場合は、発注者と協議を行うこと。

３．耐震基準

版）」（国土交通省国土技術政策総合研究所及び独立行政法人建築研究所監修）による。

　耐震措置の計算及び施工方法は、次の事項以外は全て「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説

平成８年版」（建設大臣官房長官庁営繕部監修）及び「建築設備耐震設計・施工指針（２００５年

（１）局部震度法による建築設備機器の設計用標準水平震度（Ｋｓ）

（２）地域係数は１．０とする。

（３）自重が１００ｋｇ以下の比較的軽量な機器（標準仕様書の適用を受けるものは除く）の

取付については、取付下地を入念に施工し、標準メーカーの指定する方法で確実に

取付を行うものとするが、監督員の承諾を受ける。

（４）配管配線及びダクトの支持は、標準仕様書及び標準図による。

（５）機器の耐震計算書を提出すること。

重量１ｋＮ（１００ｋｇ）以上のアンカー取付機器

※盤類、変圧器類、発電設備及び補機類、燃料タンク等水槽類、その他監督員が

指示するもの。

　・不当介入を受けた

　・工事中の保安管理

４．施工 （１）塗装

　・指定色で２回塗りとする。

　　金属管、２種金属線ぴ、吊りボルト、支持具等鋼板製（ＳＵＳ、溶融亜鉛メッキ、樹脂製は

　　除く）は原則として塗装を施すこと。

（２）行先表示等

　・分電盤、端子盤、制御盤、プルボックス、ハンドホール内の電線ケーブル類にはケーブル

　　サイズ及び行先の表示を施すこと。

（３）セパレータ

　・分電盤、端子盤、制御盤、コンセント内等に強電回路、弱電回路が混在する場合はセパレータ

　　を取り付けること。

（４）保護キャップ等

　・レースウェイ等のダクタークリップが、人が容易に近づける場所、高さ（おおよそ２ｍ以下）

　　にある場合は保護キャップを取り付けること。

（５）地中埋設配管及び埋設表示杭・シート

（６）防火区画部は国土交通大臣認定工法にて防火区画処理を行うこと。

５．その他 （１）使用機械

　・低騒音型、低振動型の建設機械の使用に努めること。

　　立ち使用する測定機器の検査済証（写し）又は校正記録（写し）を監督員に提示すること。

（２）測定機器の校正記録

　・工事で使用する測定機器に対しては適正に校正した器具を使用しなければならない。測定に先

（３）設計図書上に示すメーカー型番・姿図等は参考とする。

島ヶ原温泉やぶっちゃサウナ室改修工事

伊賀市　島ヶ原　地内

Ｒ造　１階建て島ヶ原温泉

処理方法　　□現場内の監督員の指定する場所へ保管

　※　※　㎡

□構内敷きならし　□場外搬出（片道運搬距離　約　　ｋｍ）　　　　

　　資　機　材　名 　　適　用　範　囲 　　規　格　・　メ　ー　カ　ー　等

耐火、耐熱電線 耐火・耐熱性を必要とする
場所に使用するもの　

圧着端子
裸圧着スリーブ

●ＪＩＳ規格適合品上記以外の一般配線工事
に使用するもの

●ＪＩＳ規格適合品一般配線工事に使用する
もの

　優先使用）　　　　　 ブルのあるもの

電線 一般配線工事に使用する ●ＪＩＳ規格適合品
もので、エコ電線・ケー ●ＪＣＳ（日本電線工業会規格）規格適合品

電線、ケーブル類
（エコ電線・ケーブルを

●ＪＩＳ規格適合品
●ＪＩＳ規格のない物にあっては、電気用品の技術上の基準を
　定める省令の適合品

とう電線管、フロアダク
ト、各付属品

一般配線工事に使用する
もの

●（社）日本照明器具工業会標準（ＪＩＬ規格）適合品
※メーカーは「設備機材等評価名簿」による

（省エネ型を優先使用）

●（社）日本電線工業会により自主認定（評定）されたもの

●登録認定機関（（社）電線総合技術センター）または指定認定
　機関（（社）日本電線工業会（耐火・耐熱電線認定業務委員会））
　により認定または評定されたもの

●ＪＩＳ規格適合品照明器具 蛍光灯器具

ＩＶＥ、ＦＥＰ、ＣＤ、
合成樹脂製可とう管、可

電線保護物類 金属管、ＶＥ、ＰＦ、Ｈ

●ＪＩＳ規格のない物にあっては、電気用品の技術上の基準を
　定める省令の適合品

もの
●ＪＩＳ規格適合品配線器具 コンセント、スイッチ 一般配線工事に使用する

　分　　類

盤類
※メーカーは「設備機材等評価名簿」による

分電盤、実験盤 ●ＪＩＳ規格適合品

※メーカーは「設備機材等評価名簿」による
制御盤 ●（社）日本配電制御システム工業会規格（ＪＳＩＡ）適合品

受信機、漏電火災警報器 　証票が貼付されたもの
感知器、発信機、中継器、自動火災報知装置 ●登録検定機関（日本消防検定協会）の検定を受け、検定合格

注　・「ＪＩＳ規格適合品」と指定された資材は、工業標準化法に基づく適合の表示（製品・包装の外面、容器の外面、結束荷札ごとの納品書にＪＩＳ
　　　マーク表示、またはＪＩＳ規格証明書等の添付）のあるものをいう。
　　・「設備機材等評価名簿」とは、国土交通省官房官庁営繕部監修「建築材料・設備機材等品質性能評価事業　設備機材等評価名簿（電気設備機材
　　　機械設備機材）」の最新版をいう。ただし、納入地区及びアフターサービス地区に中部地区または近畿地区が含まれ、評価の有効期間内にある
　　　場合にのみ有効とする。
　　・「設備機材等評価名簿」に記載されていないメーカーの資機材を使用する場合は、評価基準と同じ条件を満たすことを証明する書類を監督員に
　　　提出し、承諾が得られた場合のみ使用できるものとする。
　　・特殊仕様の資機材を使用する必要がある場合は、仕様、性能等を証明する書類を監督員に提出し、承諾が得られた場合のみ使用できるものとする。

電気設備工事指定資機材適用規格及びメーカーリスト
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ＣＨＥＣＫ

備　　　考

※配管・配線は全て既存利用とする

電気設備図　Ｓ＝１／３０
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電気設備機器表

数

Ａ Ｂ
記　　号 名　　　称 定　　格　　　　仕　　様 ２次側電線

ＨＹ－１

１台

２台

ＬＫＧＢ　１．２５ｓｑ　×　３　（１９）

耐熱シールド線　０．７５ｓｑ－３Ｃ　（１９）

ＬＫＧＢ　２．０ｓｑ　×　２＋Ｅ２．０ｓｑ　（１９）

ＬＫＧＢ　１．２５ｓｑ　×　４　（１９）

ＬＫＧＢ　１．２５ｓｑ　×　３　（１９）

ＬＫＧＢ　１．２５ｓｑ　×　２　（１９）

ＬＫＧＢ　２．０ｓｑ　×　２＋Ｅ２．０ｓｑ　（１９）

ＬＫＧＢ　５．５ｓｑ　×　３　（２５）
ＬＫＧＢ　５．５ｓｑ　×　３＋Ｅ２．０ｓｑ　（２５）

ＬＫＧＢ　５．５ｓｑ　×　３＋Ｅ２．０ｓｑ　（２５）

ミニクリプトン球　フロスト　１１０Ｖ　４０形

埋込型

非常放送兼用

１５０℃　　定温式　スポットタイプ

１２分計

０～１５０℃　　　３００φ

Ｐｔ１００Ω　温度ヒューズ１４４℃±２ｄｅｇ

サーモスタッド１３５℃±７ｄｅｇ

温度ヒューズ１５２℃±２ｄｅｇ

ＥＬＢ付、表示灯：ＬＥＤ
電源入力：３Ｐ２００Ｖ　２０．１ｋＷ
一括警報出力：無電圧ａ接点出力端子付き

ＬＫＧＢ　２．０ｓｑ　×　３　（１９）ＴＵ１００ＭＳＱ

ＱＴＨ－ＤＳ

ＥＫ　　５０

ＤＫ－１１Ｔ

ＢＮ－１２０Ｗ

ＳＭ－６０

照明器具

非常用押釦

火災感知器

サウナタイマー

温度計

ジョイントボックス

サーモユニット

温度ヒューズ

制御盤 設置場所：倉庫３

木製カバー

（既存品）

（既存品）

ベンチ下部（既存品）

表示プレート　付

Ａ　：　亀乃瀬

Ｂ　：　鯛ケ瀬

サウナヒーター

サウナヒーター

３Ｐ－２００Ｖ（９．９２ｋｗ入力）　本体交換

３Ｐ－２００Ｖ（４．９６ｋｗ入力）　本体交換

品　　番

（同等品）

アンカーにて固定

固定

（既存品）

（既存品）

放送用スピーカー

Ｈ

Ｈ

温 Ｔ
Ｈ 温 Ｔ

Ｔ
Ｈ

－
１

Ｔ
Ｈ

－
１

１－ａ

１－ｂ

２

３

４

５

ＣＢ－１

１－ｂ

１－ａ

２

３

４

５

既存設置位置

回路へ接続　

ＥＤ

（一次側電気工事）

※事務所等へ
高温異常及び漏電トリッフ゜

一括警報（無電圧ａ接点）

設置場所：倉庫３

既存設置位置

Ｈ
Ｙ

－
１

入力：３Ｐ２００Ｖ（２０．１ｋｗ）

操作盤へ接続

押シボタン

火災警報回路（サウナ室単独－警戒区域）へ接続

回路へ接続　　ＡＣ１００Ｖ　ＳＷ経由

回路へ接続

照　　　　　　　　　　明

放送用

１－ａ
１－ｂ

２

３

４

５

サウナ室天井裏には他の用途に共する　ガス管及び電線等が貫通していない事。

鎖　　線　は　サウナ室外（配管・配線共）既存利用

実　　線　は　サウナ室内（配管・配線共既存利用）
特記事項

サウナヒーター

ＭＥＴＯＳ
ＳＭ－６０

３Ｐ２００Ｖ４．９６ｋＷ ×２台

ＢＮ－１２０Ｗ
ＭＥＴＯＳ
サウナヒーター

３Ｐ２００Ｖ９．９２ｋＷ

※固定を行うこと

※アンカーにて固定を行うこと

ＣＨ＝２，３９６

６．８０㎡

設定温度：９０℃

設定温度：８０℃

ＣＨ＝２，３０８

７．３０㎡

ドライサウナ

ドライサウナ

※消費電力の増減無し

※消費電力の増減無し

本体交換

本体交換
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